
 

地域産業構造転換インフラ整備推進会議の設置について 

 

令和５年 11 月 22 日 関係省庁申合せ 

令和７年２月 19 日 

一部改正 

 令和７年 12 月 19 日 

一部改正 

 

１ 地域における産業構造の転換の加速化や雇用機会の創出に資する半導体などの大規模な産

業拠点整備等であって、かつ、関連インフラの整備を国として緊急的かつ優先的に支援すべきプ

ロジェクトを選定するとともに、当該関連インフラの円滑な整備を推進するため、地域産業構造転

換インフラ整備推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

２ 推進会議の構成員は次のとおりとする。ただし、座長は、必要があると認めるときは、構成員を

追加することができる。 

 

（座 長） 内閣総理大臣補佐官 

（構成員） 内閣府  地方創生推進事務局長 

内閣官房 地域未来戦略本部事務局次長 

経済産業省 経済産業政策局長   

商務情報政策局長 

資源エネルギー庁長官 

  国土交通省   総合政策局長 

水管理・国土保全局長 

上下水道審議官 

道路局長 

    

３ 座長は、必要に応じ、有識者その他の関係者の出席を求めることができる。 

 

４ （１） 推進会議の庶務は、内閣府地方創生推進事務局において処理する。 

 

  （２） 経済産業省及び国土交通省は、民間プロジェクトの円滑かつ適正な選定が図られるよ

う、選定に必要となる資料提供及び情報の収集整理など、推進会議の庶務の処理に協力

する。 

 

５ 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定

める。 
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